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(57)【要約】
【課題】衛星から送信された信号を用いた同期精度を向
上させる。
【解決手段】レーダ装置は、衛星信号を受信する衛星信
号受信部と、衛星信号に関する遅延時間を算出する遅延
時間算出部と、遅延時間に基づいて、衛星信号が衛星か
ら送信されてから所定の時間にトリガ信号を生成するト
リガ信号生成部と、トリガ信号に基づいて送信波を送信
する送信部と、送信波に応じて目標物が送信した信号、
又は目標物によって反射された送信波を受信する受信部
と、受信部が受信した信号に対して、トリガ信号に基づ
いて受信処理を行う受信信号処理部と、を備える。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　衛星信号を受信する衛星信号受信部と、
　前記衛星信号に関する遅延時間を算出する遅延時間算出部と、
　前記遅延時間に基づいて、前記衛星信号が衛星から送信されてから所定の時間にトリガ
信号を生成するトリガ信号生成部と、
　前記トリガ信号に基づいて送信波を送信する送信部と、
　前記送信波に応じて目標物が送信した信号、又は目標物によって反射された前記送信波
を受信する受信部と、
　前記受信部が受信した信号に対して、前記トリガ信号に基づいて受信処理を行う受信信
号処理部と、
　を備えることを特徴とするレーダ装置。
【請求項２】
　前記衛星信号受信部は、
　前記衛星信号を復調して前記衛星信号を送信した衛星の位置を取得し、
　前記遅延時間算出部は、
　前記衛星の位置と自装置の位置とに基づいて前記衛星信号が自装置に到達するまでの時
間を前記遅延時間として算出する
　ことを特徴とする請求項１に記載のレーダ装置。
【請求項３】
　前記遅延時間算出部は、
　前記衛星信号受信部が前記衛星の位置の取得に要する時間と、前記衛星信号が自装置に
到達するまでの時間の算出に要する時間とを前記遅延時間に含めて算出する
　ことを特徴とする請求項２に記載のレーダ装置。
【請求項４】
　衛星信号を受信する衛星信号受信部と、
　前記衛星信号に関する遅延時間を算出する遅延時間算出部と、
　前記遅延時間に基づいて、前記衛星信号が衛星から送信されてから所定の時間にトリガ
信号を出力するトリガ信号生成部と、
　前記トリガ信号に基づいて送信波を送信する送信部と、
　を備えることを特徴とするレーダ装置。
【請求項５】
　前記衛星信号受信部は、
　前記衛星信号を復調して前記衛星信号を送信した衛星の位置を取得し、
　前記遅延時間算出部は、
　前記衛星の位置と自装置の位置とに基づいて前記衛星信号が自装置に到達するまでの時
間を前記遅延時間として算出する
　ことを特徴とする請求項４に記載のレーダ装置。
【請求項６】
　前記遅延時間算出部は、
　前記衛星信号受信部が前記衛星の位置の取得に要する時間と、前記衛星信号が自装置に
到達するまでの時間の算出に要する時間とを前記遅延時間に含めて算出する
　ことを特徴とする請求項５に記載のレーダ装置。
【請求項７】
　衛星信号を受信する衛星信号受信部と、
　前記衛星信号に関する遅延時間を算出する遅延時間算出部と、
　前記遅延時間に基づいて、前記衛星信号が衛星から送信されてから所定の時間にトリガ
信号を出力するトリガ信号生成部と、
　他のレーダ装置が送信した送信波に応じて目標物が送信した信号、又は目標物によって
反射された該送信波を受信する受信部と、
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　前記受信部が受信した信号に対して、前記トリガ信号に基づいて受信処理を行う受信信
号処理部と、
　を備えることを特徴とするレーダ装置。
【請求項８】
　前記衛星信号受信部は、
　前記衛星信号を復調して前記衛星信号を送信した衛星の位置を取得し、
　前記遅延時間算出部は、
　前記衛星の位置と自装置の位置とに基づいて前記衛星信号が自装置に到達するまでの時
間を前記遅延時間として算出する
　ことを特徴とする請求項７に記載のレーダ装置。
【請求項９】
　前記遅延時間算出部は、
　前記衛星信号受信部が前記衛星の位置の取得に要する時間と、前記衛星信号が自装置に
到達するまでの時間の算出に要する時間とを前記遅延時間に含めて算出する
　ことを特徴とする請求項８に記載のレーダ装置。
【請求項１０】
　第１のレーダ装置と複数の第２のレーダ装置とを具備するレーダシステムであって、
　前記第１のレーダ装置は、
　衛星信号を受信する第１の衛星信号受信部と、
　前記第１の衛星信号受信部が受信した前記衛星信号に関する遅延時間を算出する第１の
遅延時間算出部と、
　前記第１の遅延時間算出部が算出した遅延時間に基づいて、前記衛星信号が衛星から送
信されてから所定の時間に第１のトリガ信号を出力する第１のトリガ信号生成部と、
　前記第１のトリガ信号に基づいて送信波を送信する送信部と、
　を備え、
　前記第２のレーダ装置は、
　衛星信号を受信する第２の衛星信号受信部と、
　前記第２の衛星信号受信部が受信した前記衛星信号に関する遅延時間を算出する第２の
遅延時間算出部と、
　前記第２の遅延時間算出部が算出した遅延時間に基づいて、前記衛星信号が衛星から送
信されてから前記所定の時間に第２のトリガ信号を生成するトリガ信号生成部と、
　前記送信部が送信した送信波に応じて目標物が送信した信号、又は目標物によって反射
された該送信波を受信する受信部と、
　前記受信部が受信した信号に対して、前記第２のトリガ信号に基づいて受信処理を行う
受信信号処理部と、
　を備える
　ことを特徴とするレーダシステム。
【請求項１１】
　前記第１の衛星信号受信部及び前記第２の衛星信号受信部は、
　前記衛星信号を復調して前記衛星信号を送信した衛星の位置を取得し、
　前記第１の遅延時間算出部は、
　前記衛星の位置と前記第１のレーダ装置の位置とに基づいて前記衛星信号が前記第１の
レーダ装置に到達するまでの時間を遅延時間として算出し、
　前記第２の遅延時間算出部は、
　前記衛星の位置と前記第２のレーダ装置の位置とに基づいて前記衛星信号が前記第２の
レーダ装置に到達するまでの時間を遅延時間として算出する
　ことを特徴とする請求項１０に記載のレーダシステム。
【請求項１２】
　前記第１の遅延時間算出部は、
　前記第１の衛星信号受信部が前記衛星の位置の取得に要する時間と、前記衛星信号が前
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記第１のレーダ装置に到達するまでの時間の算出に要する時間とを遅延時間に含めて算出
し、
　前記第２の遅延時間算出部は、
　前記第２の衛星信号受信部が前記衛星の位置の取得に要する時間と、前記衛星信号が前
記第２のレーダ装置に到達するまでの時間の算出に要する時間とを遅延時間に含めて算出
する
　ことを特徴とする請求項１１に記載のレーダシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、衛星測位システム等で用いられる衛星が送信する信号に基づいた
同期動作をするレーダ装置、及びレーダシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　バイスタティック・レーダやマルチスタティック・レーダは、目標物（又は標的）に対
して信号を送信する送信側の送信レーダ装置と、目標物（又は標的）より得られる信号を
受信する受信側の受信レーダ装置とを異なる場所に設置して運用するレーダシステムであ
る。バイスタティック・レーダやマルチスタティック・レーダなどのレーダシステムでは
、送信レーダ装置と受信レーダ装置との間における同期の精度がシステム全体の性能に大
きく影響する。
【０００３】
　送信レーダ装置と受信レーダ装置とを同期させるために各装置を接続する配線を設けた
場合、レーダシステムの運用や設置が配線の敷設等の制約を受けてしまう。そこで、衛星
測位システム（例えば、Global Positioning System：ＧＰＳ、又はGlobal Navigation S
atellite System：ＧＮＳＳ）で用いられている衛星が送信する信号に同期して各装置を
動作させる技術が検討されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平０６―２４３６３２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、衛星から送信された信号を用いたとしても、レーダシステムの各装置の
設置位置によっては同期精度が劣化することがあるという問題があった。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記問題を解決するために、本実施形態のレーダ装置は、衛星信号を受信する衛星信号
受信部と、前記衛星信号に関する遅延時間を算出する遅延時間算出部と、前記遅延時間に
基づいて、前記衛星信号が衛星から送信されてから所定の時間にトリガ信号を生成するト
リガ信号生成部と、前記トリガ信号に基づいて送信波を送信する送信部と、前記送信波に
応じて目標物が送信した信号、又は目標物によって反射された前記送信波を受信する受信
部と、前記受信部が受信した信号に対して、前記トリガ信号に基づいて受信処理を行う受
信信号処理部と、を備えることを特徴とする。
【０００７】
　また、本実施形態のレーダ装置は、衛星信号を受信する衛星信号受信部と、前記衛星信
号に関する遅延時間を算出する遅延時間算出部と、前記遅延時間に基づいて、前記衛星信
号が衛星から送信されてから所定の時間にトリガ信号を出力するトリガ信号生成部と、前
記トリガ信号に基づいて送信波を送信する送信部と、を備えることを特徴とする。
【０００８】
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　また、本実施形態のレーダ装置は、衛星信号を受信する衛星信号受信部と、前記衛星信
号に関する遅延時間を算出する遅延時間算出部と、前記遅延時間に基づいて、前記衛星信
号が衛星から送信されてから所定の時間にトリガ信号を出力するトリガ信号生成部と、他
のレーダ装置が送信した送信波に応じて目標物が送信した信号、又は目標物によって反射
された該送信波を受信する受信部と、前記受信部が受信した信号に対して、前記トリガ信
号に基づいて受信処理を行う受信信号処理部と、を備えることを特徴とする。
【０００９】
　また、本実施形態のレーダシステムは、第１のレーダ装置と複数の第２のレーダ装置と
を具備するレーダシステムであって、前記第１のレーダ装置は、衛星信号を受信する第１
の衛星信号受信部と、前記第１の衛星信号受信部が受信した前記衛星信号に関する遅延時
間を算出する第１の遅延時間算出部と、前記第１の遅延時間算出部が算出した遅延時間に
基づいて、前記衛星信号が衛星から送信されてから所定の時間に第１のトリガ信号を出力
する第１のトリガ信号生成部と、前記第１のトリガ信号に基づいて送信波を送信する送信
部と、を備え、前記第２のレーダ装置は、衛星信号を受信する第２の衛星信号受信部と、
前記第２の衛星信号受信部が受信した前記衛星信号に関する遅延時間を算出する第２の遅
延時間算出部と、前記第２の遅延時間算出部が算出した遅延時間に基づいて、前記衛星信
号が衛星から送信されてから前記所定の時間に第２のトリガ信号を生成するトリガ信号生
成部と、前記送信部が送信した送信波に応じて目標物が送信した信号、又は目標物によっ
て反射された該送信波を受信する受信部と、前記受信部が受信した信号に対して、前記第
２のトリガ信号に基づいて受信処理を行う受信信号処理部と、を備えることを特徴とする
。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明に係る実施形態におけるバイスタティック・レーダシステム１の構成例を
示す図である。
【図２】同実施形態におけるレーダ装置１０の構成を示す概略ブロック図である。
【図３】同実施形態におけるレーダ信号処理部１６の送信処理に係る構成を示す概略ブロ
ック図である。
【図４】同実施形態におけるレーダ信号処理部１６の受信処理に係る構成を示す概略ブロ
ック図である。
【図５】同実施形態においてレーダ装置１０がレーダ信号処理の開始を示すトリガ信号を
生成するトリガ生成処理のフローチャートである。
【図６】同実施形態におけるトリガ生成処理における衛星信号の受信、搬送遅延時間、ト
リガ信号発生等のタイミングを示す概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、図面を参照して、本発明に係る実施形態におけるレーダ装置、及びレーダシステ
ムを説明する。
　図１は、本発明に係る一実施形態におけるバイスタティック・レーダシステム１の構成
例を示す図である。バイスタティック・レーダシステム１は、送信局としての送信側レー
ダ装置１０Ａと、受信局としての受信側レーダ装置１０Ｂとを具備している。バイスタテ
ィック・レーダシステム１では、送信側レーダ装置１０Ａが送信した送信波のうち目標物
で反射された反射波を受信側レーダ装置１０Ｂが受信する。バイスタティック・レーダシ
ステム１は、反射波が受信されるまでに経過した時間や反射波の到来方向等に基づいて目
標物の位置等を検出する。
【００１２】
　バイスタティック・レーダシステム１では、送信側レーダ装置１０Ａと受信側レーダ装
置１０Ｂとが、ＧＰＳ衛星２が送信するＧＰＳ信号（衛星信号）を受信し、受信したＧＰ
Ｓ信号に同期して動作することにより、互いに同期して動作する。送信側レーダ装置１０
Ａと受信側レーダ装置１０Ｂとが同期して動作することにより、送信側レーダ装置１０Ａ
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において送信波が送信されてから、受信側レーダ装置１０Ｂにおいて反射波が受信される
までの時間を高い精度で測定することができる。
【００１３】
　送信側レーダ装置１０Ａと受信側レーダ装置１０Ｂとは、同期の精度を向上させるため
に、ＧＰＳ衛星２が送信する衛星信号に基づいて、ＧＰＳ衛星２の位置を算出し、算出し
たＧＰＳ衛星２の位置と自装置との距離から衛星信号の搬送遅延時間を算出する。送信側
レーダ装置１０Ａと受信側レーダ装置１０Ｂとは、算出した搬送遅延時間に基づいて、Ｇ
ＰＳ衛星２が衛星信号を送信したタイミングを算出し、衛星信号が送信されたタイミング
から所定の時間が経過した後のタイミングにレーダ信号処理を開始する。すなわち、送信
側レーダ装置１０Ａと受信側レーダ装置１０Ｂとは、衛星信号が自装置に到達するまでの
搬送遅延時間の差によって生じる同期ずれを補正することにより、同期精度を向上させる
。
【００１４】
　以下、送信側レーダ装置１０Ａと受信側レーダ装置１０Ｂとの具体的な構成について説
明する。なお、送信側レーダ装置１０Ａと受信側レーダ装置１０Ｂとにおいてレーダ信号
処理を衛星信号に同期させる機能は同じであるので、送信側レーダ装置１０Ａと受信側レ
ーダ装置１０Ｂとを区別せずにレーダ装置１０として具体的な構成を説明する。
【００１５】
　図２は、本実施形態におけるレーダ装置１０の構成を示す概略ブロック図である。レー
ダ装置１０は、ＧＰＳ衛星２が送信する衛星信号を受信し、受信した衛星信号を復調し、
復調して得られた情報に基づいて衛星信号に同期したレーダ信号処理を行う。レーダ信号
処理は、例えば、送信波を生成し、生成した送信波を送信する処理や、反射波等を受信し
、受信した反射波に基づいて目標物の位置を検出する処理などである。レーダ装置１０は
、図２に示すように、ＧＰＳ空中線１１、ＧＰＳ受信部１２、クロック信号生成部１３、
タイミング発生部１４、レーダ空中線１５、レーダ信号処理部１６、及び、レーダ制御部
１８を備えている。
【００１６】
　ＧＰＳ空中線１１は、ＧＰＳ衛星２が送信する衛星信号を受信し、受信した衛星信号を
ＧＰＳ受信部１２に供給する。
　ＧＰＳ受信部１２は、ＧＰＳ空中線１１を介して得られる衛星信号を復調し、復調して
得られた情報に基づいてＧＰＳ衛星２の位置及び時刻を算出する。ＧＰＳ衛星２は、３０
秒の１フレームを送信する。各フレームの送信は、ＧＰＳ時（GPS Time）において毎正分
と毎３０秒とに開始される。１フレームは、５つのサブフレーム（各６秒）に分けられて
いる。最初のサブフレームから３番目のサブフレームには、ＧＰＳ衛星２の時計を補正す
る情報や、ＧＰＳ衛星２の軌道情報が含まれている。すなわち、１フレーム中の１番目か
ら３番目までのサブフレームを受信し、復調することにより、ＧＰＳ衛星２の位置と、Ｇ
ＰＳ衛星２が有する時計の時刻とを把握することができる。
【００１７】
　クロック信号生成部１３は、所定の周期のクロック信号を生成し、生成したクロック信
号をＧＰＳ受信部１２、タイミング発生部１４、及び、レーダ信号処理部１６に供給する
。
　タイミング発生部１４は、クロック信号生成部１３から供給されるクロック信号に同期
して動作する。タイミング発生部１４は、ＧＰＳ受信部１２が算出したＧＰＳ衛星２の位
置に基づいて、レーダ信号処理を開始するトリガとなるトリガ信号を生成する。タイミン
グ発生部１４は、生成したトリガ信号をレーダ信号処理部１６に出力する。タイミング発
生部１４は、搬送遅延時間算出部１４１と、トリガ信号生成部１４２とを有している。
【００１８】
　搬送遅延時間算出部１４１は、ＧＰＳ受信部１２が算出したＧＰＳ衛星２の位置と自装
置の位置とから、ＧＰＳ衛星２から自装置に衛星信号が到達するまでに要する時間である
搬送遅延時間を算出する。自装置の位置は、複数のＧＰＳ衛星２から受信する衛星信号に
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基づいて予め算出し、搬送遅延時間算出部１４１が記憶するようにしてもよいし、レーダ
装置１０の運用を開始する際にユーザが入力し、搬送遅延時間算出部１４１が記憶するよ
うにしてもよい。
　トリガ信号生成部１４２は、搬送遅延時間算出部１４１が算出した搬送遅延時間と、衛
星信号を受信してから搬送遅延時間を算出するまでに要する演算時間と、３サブフレーム
分の時間（３×６秒）とから、ＧＰＳ衛星２がフレームの送信を開始してから経過した経
過時間を算出する。トリガ信号生成部１４２は、算出した現在時刻から、予め定められて
いるタイミングであってレーダ信号処理を開始するタイミングまで時間をカウントし、当
該タイミングになるとトリガ信号をレーダ信号処理部１６に出力する。
【００１９】
　なお、演算時間は、クロック信号の周期と、衛星信号を復調してからＧＰＳ衛星２の位
置及び伝搬遅延時間の算出に要する演算量とに基づいて予め算出することができる。また
、レーダ信号処理を開始するタイミングは、例えば、ＧＰＳ衛星２がフレームの送信を開
始した時刻から２０秒後として予め定められてもよい。また、レーダ信号処理を開始する
タイミングは、衛星の位置を取得するために衛星信号を受信する時間や、衛星信号を復調
する時間、レーダ装置１０の演算処理能力等に基づいて定められてもよい。
【００２０】
　レーダ空中線１５は、レーダ装置１０が送信側である場合、レーダ信号処理部１６が生
成した送信波を送出する。レーダ空中線１５は、レーダ装置１０が受信側である場合、反
射波等を受信してレーダ信号処理部１６に供給する。
　レーダ信号処理部１６は、タイミング発生部１４からトリガ信号が入力されると、クロ
ック信号生成部１３から供給されるクロック信号に同期して動作する。レーダ信号処理部
１６は、レーダ装置１０が送信側である場合、トリガ信号に同期して送信波を送信する送
信タイミングをスケジューリングし、当該スケジューリングに合わせて送信波をレーダ空
中線１５に出力する。また、レーダ信号処理部１６は、レーダ装置１０が受信側である場
合、トリガ信号が入力されると、レーダ空中線１５から供給される反射波等を含む受信信
号に対する受信信号処理を開始し、受信信号処理により得られた目標物の位置等を推定す
る。レーダ信号処理部１６は、推定した目標物の位置等を示す目標情報をレーダ制御部１
８に出力する。
【００２１】
　レーダ制御部１８は、レーダ信号処理部１６に対する監視と制御を行う。また、レーダ
制御部１８は、レーダ信号処理部１６が出力する目標情報に基づいた、目標物の検出等の
情報を含むレポート情報の生成や、目標物の位置や移動の状況を表示装置等に出力する。
　また、バイスタティック・レーダシステム１におけるレーダ装置１０のいずれかのレー
ダ制御部１８は、各レーダ装置１０が受信可能な衛星信号を送信しているＧＰＳ衛星２の
うち、いずれか一つのＧＰＳ衛星２を選択する。当該レーダ制御部１８は、選択したＧＰ
Ｓ衛星２を識別する識別情報（例えば、ＰＲＮ番号）を他のレーダ装置１０のレーダ制御
部１８に通知する。
【００２２】
　選択されたＧＰＳ衛星２が送信する衛星信号が、各レーダ装置１０を同期させる際に用
いられる。他のレーダ装置１０に対する識別情報の通知は、無線通信によって行われるよ
うにしてもよいし、有線通信によって行われるようにしてもよい。
　また、複数のＧＰＳ衛星２からいずれか一つのＧＰＳ衛星２を選択する際の基準として
は、例えば、各レーダ装置１０における衛星信号の受信レベルが所定の閾値を超えている
ことなどを用いる。
　なお、ＧＰＳ衛星２の軌道は、予め把握することができるので、各レーダ装置１０が受
信可能な衛星信号を送信するＧＰＳ衛星２の識別情報を時刻に対応付けてレーダ制御部１
８に記憶させておいてもよい。
【００２３】
　図３は、本実施形態におけるレーダ信号処理部１６の送信処理に係る構成を示す概略ブ
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ロック図である。同図は、クロック分配から見た、送信処理に係る構成の概略ブロック図
である。レーダ信号処理部１６は、同図に示すように、ローカル信号発生器１６１、周波
数変換器１６２、ＩＦ（Intermediate Frequency；中間周波数）信号生成部１６３、Ｄ／
Ａ（Digital/Analog；デジタル／アナログ）変換部１６４、ミキサ１６５、バンドパスフ
ィルタ１６６、及び、パワーアンプ（Power Amplifier；ＰＡ）１６７を有している。
【００２４】
　ローカル信号発生器１６１は、入力されるクロック信号に基づいて、送信波の搬送波周
波数を有するローカル発振信号を生成する。ローカル信号発生器１６１は、生成したロー
カル発振信号をミキサ１６５に出力する。
　周波数変換器１６２は、入力されるクロック信号に対して周波数変換を行い、周波数変
換により得られた信号をＩＦ信号生成部１６３とＤ／Ａ変換部１６４とに出力する。
【００２５】
　ＩＦ信号生成部１６３は、周波数変換器１６２が出力する信号に基づいて、中間周波数
帯における送信波のデジタル信号を生成する。ＩＦ信号生成部１６３は生成した送信波の
デジタル信号をＤ／Ａ変換部１６４に出力する。
　Ｄ／Ａ変換部１６４は、周波数変換器１６２が出力する信号に基づいて、ＩＦ信号生成
部１６３から出力される送信波のデジタル信号をアナログ信号に変換する。Ｄ／Ａ変換部
１６４は、アナログ信号の送信波をミキサ１６５に出力する。
【００２６】
　ミキサ１６５は、ローカル信号発生器１６１が出力するローカル発振信号と、Ｄ／Ａ変
換部１６４が出力するアナログ信号の送信波とを混合し、送信波を搬送波周波数帯域の信
号にアップコンバートする。ミキサ１６５は、アップコンバートした送信波をバンドパス
フィルタ１６６に出力する。
【００２７】
　バンドパスフィルタ１６６は、ミキサ１６５が出力する送信波に含まれるスプリアス等
の不要な周波数帯域の成分を除去してパワーアンプ１６７に出力する。
　パワーアンプ１６７は、バンドパスフィルタ１６６が出力する送信波であって不要な成
分が除去された送信波を所定の電力に増幅し、増幅した送信波をレーダ空中線１５を介し
て送信する。
【００２８】
　図４は、本実施形態におけるレーダ信号処理部１６の受信処理に係る構成を示す概略ブ
ロック図である。同図は、クロック分配から見た、受信処理に係る構成の概略ブロック図
である。レーダ信号処理部１６は、同図に示すように、ローカル信号発生部１７１、周波
数変換器１７２、バンドパスフィルタ１７３、ローノイズアンプ（Low Noise Amplifier
；ＬＮＡ）１７４、ミキサ１７５、Ａ／Ｄ（Analog/Digital；アナログ／デジタル）変換
部１７６、及び、受信信号処理部１７７を有している。
【００２９】
　ローカル信号発生部１７１は、入力されるクロック信号に基づいて、検出対象とする反
射波等の周波数に応じたローカル発振信号を生成する。ローカル信号発生部１７１は、生
成したローカル発振信号をミキサ１７５に出力する。ローカル発振信号の周波数は、例え
ば、送信波が目標物で反射した反射波を受信の対象とする場合には、送信波の搬送波周波
数を用いる。
　周波数変換器１７２は、入力されるクロック信号に対して周波数変換を行い、周波数変
換により得られた信号をＡ／Ｄ変換部１７６と受信信号処理部１７７とに出力する。
【００３０】
　バンドパスフィルタ１７３は、レーダ空中線１５が受信した反射波等の信号に含まれる
周波数成分のうち予め定められた周波数帯域の成分を抽出する。バンドパスフィルタ１７
３は、抽出した成分を含む信号をローノイズアンプ１７４に出力する。
　ローノイズアンプ１７４は、バンドパスフィルタ１７３が出力する信号を増幅し、増幅
した信号をミキサ１７５に出力する。
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　ミキサ１７５は、ローカル信号発生部１７１が出力するローカル発振信号と、ローノイ
ズアンプ１７４が出力する信号とを混合し、該信号をダウンコンバートする。ミキサ１７
５はダウンコンバートした信号をＡ／Ｄ変換部１７６に出力する。
【００３１】
　Ａ／Ｄ変換部１７６は、周波数変換器１７２が出力する信号に基づいてサンプリングを
行うことにより、ミキサ１７５から出力される信号をアナログ信号からデジタル信号に変
換する。Ａ／Ｄ変換部１７６は、変換により得られたデジタル信号を受信信号処理部１７
７に出力する。
　受信信号処理部１７７は、トリガ信号が入力されると、Ａ／Ｄ変換部１７６から出力さ
れるデジタル信号に基づいて目標物が存在するか否かを判定する。また、受信信号処理部
１７７は、目標物が存在すると判定した場合、Ａ／Ｄ変換部１７６から出力されるデジタ
ル信号に基づいて更に目標物の位置や大きさ、移動方向などの情報を推定する。受信信号
処理部１７７は、目標物の有無、目標物の位置や大きさ、移動方向などの情報を含む目標
物情報をレーダ制御部１８に出力する。また、受信信号処理部１７７は、周波数変換器１
７２が出力する信号に同期して動作する。
【００３２】
　図３においてレーダ信号処理部１６の送信処理に係る構成を説明し、図４においてレー
ダ信号処理部１６の受信処理に係る構成を説明したが、レーダ装置１０が他のレーダ装置
１０が送信した送信波に応じて動作する場合には、レーダ信号処理部１６は送信処理に係
る構成を有していなくてもよい。また、レーダ装置１０が受信処理を行わない場合には、
レーダ信号処理部１６は受信処理に係る構成を有していなくてもよい。
【００３３】
　図５は、本実施形態においてレーダ装置１０がレーダ信号処理の開始を示すトリガ信号
を生成するトリガ生成処理のフローチャートである。
　レーダ装置１０においてトリガ生成処理が開始されと、ＧＰＳ受信部１２は、レーダ制
御部１８から指定されたＧＰＳ衛星２から送信される衛星信号を受信し、受信した衛星信
号（３サブフレーム分）を復調してＧＰＳ衛星２の軌道情報（軌道パラメータ）を取得す
る（ステップＳ１１）。
【００３４】
　搬送遅延時間算出部１４１は、ＧＰＳ受信部１２が取得した軌道情報からＧＰＳ衛星２
の位置を算出する（ステップＳ１２）。
　搬送遅延時間算出部１４１は、算出したＧＰＳ衛星２の位置と自装置の位置とからＧＰ
Ｓ衛星２と自装置との間の距離を算出する。搬送遅延時間算出部１４１は、算出した距離
に基づいて、ＧＰＳ衛星２が送信した衛星信号が自装置に到達するまでに要する時間、す
なわち搬送遅延時間を算出する（ステップＳ１３）。
【００３５】
　トリガ信号生成部１４２は、搬送遅延時間算出部１４１が搬送遅延時間を算出した際に
要した演算時間と、搬送遅延時間算出部１４１が算出した搬送遅延時間とから、レーダ信
号処理を開始するタイミングまでの調整時間を算出する（ステップＳ１４）。
　トリガ信号生成部１４２は、入力されるクロック信号に基づいて調整時間をカウントし
、レーダ信号処理を開始するタイミングが到来するとトリガ信号を生成してレーダ信号処
理部１６に出力し（ステップＳ１５）、トリガ生成処理を終了する。
【００３６】
　上述のように、搬送遅延時間算出部１４１がＧＰＳ衛星２と自装置との距離から搬送遅
延時間を算出することで、ＧＰＳ衛星２が衛星信号の送信を開始したタイミング、より具
体的には各フレームにおける１番目のサブフレームの送信を開始したタイミングを精度よ
く把握することができる。トリガ信号生成部１４２が１番目のサブフレームの送信を開始
したタイミングを基準にして定められたタイミング（例えば、２０秒後）にトリガ信号を
生成するようにしている。これにより、各レーダ装置１０は、それぞれが配置されている
位置や選択するＧＰＳ衛星２の位置に応じて生じる搬送遅延時間のばらつきに影響される
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ことなく、同じタイミングでレーダ信号処理を開始することができ、同期精度を向上させ
ることができる。また、このようなレーダ装置１０を複数具備するレーダシステムでは、
各レーダ装置１０を高精度に同期させて目標物の検出等を行うことができ、目標物の検出
や目標物の位置等を把握する性能を向上させることができる。
【００３７】
　図６は、本実施形態におけるトリガ生成処理における衛星信号の受信、搬送遅延時間、
トリガ信号発生等のタイミングを示す概略図である。同図において、横軸は時間を表して
いる。同図においては、ＧＰＳ衛星２が１番目のサブフレームの送信を開始した時刻（Ｔ

０）を基準として、２０秒後にレーダ装置１０がレーダ信号処理を開始する例を示してい
る。すなわち、時刻Ｔ０の２０秒後にレーダ装置１０においてトリガ信号が生成される例
を示している。
【００３８】
　時刻Ｔ０において、ＧＰＳ衛星２が衛星信号（サブフレーム１～５）の送信を開始し、
搬送遅延時間が経過した後の時刻Ｔ’０においてレーダ装置１０が衛星信号の受信を開始
する。
　時刻Ｔ１において、レーダ装置１０がＧＰＳ衛星２の位置を算出するために必要な情報
（サブフレーム１～３）の受信を完了し、搬送遅延時間及び調整時間の算出を開始する。
　時刻Ｔ２において、レーダ装置１０が調整時間の算出を完了し、算出した調整時間をカ
ウントする。
　時刻Ｔ３において、レーダ装置１０が調整時間のカウントを完了するとトリガ信号を生
成して、レーダ信号処理を開始する。このとき、調整時間のカウントが完了するタイミン
グは、ＧＰＳ衛星２が衛星信号の送信を開始してから２０秒後であり、各レーダ装置１０
が同じタイミングでレーダ信号処理を開始することができる。
【００３９】
　このように、本実施形態におけるバイスタティック・レーダシステム１が具備する各レ
ーダ装置１０は、ＧＰＳ衛星２から送信される衛星信号と、自装置とＧＰＳ衛星２との距
離から算出する搬送遅延時間とに基づいて、レーダ信号処理を開始するタイミングを定め
ることにより、高い精度で同期動作をすることができる。その結果、バイスタティック・
レーダシステム１全体の精度を向上させることができ、目標物の検出や目標物の位置等を
把握する性能を向上させることができる。
【００４０】
　なお、本発明におけるレーダ装置の機能を実現するためのプログラムをコンピュータ読
み取り可能な記録媒体に記録して、この記録媒体に記録されたプログラムをコンピュータ
システムに読み込ませ、実行することによりトリガ生成処理を行ってもよい。なお、ここ
でいう「コンピュータシステム」とは、ＯＳや周辺機器等のハードウェアを含むものとす
る。また、「コンピュータシステム」は、ホームページ提供環境（あるいは表示環境）を
備えたＷＷＷシステムも含むものとする。また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体
」とは、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、ＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭ等の可搬媒体、
コンピュータシステムに内蔵されるハードディスク等の記憶装置のことをいう。更に「コ
ンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、インターネット等のネットワークや電話回線
等の通信回線を介してプログラムが送信された場合のサーバやクライアントとなるコンピ
ュータシステム内部の揮発性メモリ（ＲＡＭ）のように、一定時間プログラムを保持して
いるものも含むものとする。
【００４１】
　また、上記プログラムは、このプログラムを記憶装置等に格納したコンピュータシステ
ムから、伝送媒体を介して、あるいは、伝送媒体中の伝送波により他のコンピュータシス
テムに伝送されてもよい。ここで、プログラムを伝送する「伝送媒体」は、インターネッ
ト等のネットワーク（通信網）や電話回線等の通信回線（通信線）のように情報を伝送す
る機能を有する媒体のことをいう。また、上記プログラムは、前述した機能の一部を実現
するためのものであっても良い。更に、前述した機能をコンピュータシステムに既に記録
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されているプログラムとの組み合わせで実現できるもの、いわゆる差分ファイル（差分プ
ログラム）であっても良い。
【００４２】
　なお、上記の実施形態は、例として提示したものであり、発明の範囲を限定することは
意図していない。これら新規な実施形態は、その他の様々な形態で実施されることが可能
であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、置き換え、変更を行うことができ
る。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に含まれるとともに、特許請求の範
囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる。
　例えば、上述の実施形態ではバイスタティック・レーダシステムを例にして説明したが
、３つ以上のレーダ装置を具備するマルチスタティック・レーダシステムであってもよい
。また、バイスタティック・レーダシステム１が具備するレーダ装置１０は、送信側レー
ダ装置１０Ａと受信側レーダ装置１０Ｂとである場合について説明したが、一方が送信波
の送信と反射波の受信とを行うレーダ装置１０とし、他方が反射波の受信を行うレーダ装
置１０としてもよい。また、バイスタティック・レーダシステム１は、一次監視レーダ（
Primary Surveillance Radar：ＰＳＲ）であってもよいし、二次監視レーダ（Secondary 
Surveillance Rader：ＳＳＲ）であってもよい。二次監視レーダである場合には、受信側
レーダ装置１０Ｂは、送信波を受信した目標物が送信した信号を受信することになる。
【００４３】
　また、上記の実施形態では、選択したＧＰＳ衛星２がフレームの送信を開始した時刻（
タイミング）を基準にして所定の時間が経過したタイミングでレーダ信号処理を開始する
構成を例にして説明した。しかし、これに限ることなく、衛星信号に含まれる時刻の情報
に基づいて、基準とするフレームを選択するようにしてもよい。ＧＰＳ衛星２は毎正分と
毎３０秒とにフレームの送信を開始しているが、衛星信号に含まれる時刻の情報に基づい
て、基準とする衛星信号を選択することにより、レーダ信号処理を開始する間隔を１分間
隔や、５分間隔などというように設定することが可能となる。
【００４４】
　また、クロック信号生成部１３は衛星信号の搬送波に同期したクロック信号を生成する
ようにしてもよい。これにより、各レーダ装置１０における各機能部の処理を、衛星信号
の搬送波に同期させることができ、各レーダ装置１０の動作をより高精度に同期させるこ
とができる。
【符号の説明】
【００４５】
　１　バイスタティック・レーダシステム
　２　ＧＰＳ衛星
　１０　レーダ装置
　１０Ａ　送信側レーダ装置
　１０Ｂ　受信側レーダ装置
　１１　ＧＰＳ空中線
　１２　ＧＰＳ受信部
　１３　クロック信号生成部
　１４　タイミング発生部
　１５　レーダ空中線
　１６　レーダ信号処理部
　１８　レーダ制御部
　１４１　搬送遅延時間算出部
　１４２　トリガ信号生成部
　１６１　ローカル信号発生器
　１６２　周波数変換器
　１６３　信号生成部
　１６４　変換部
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　１６５　ミキサ
　１６６　バンドパスフィルタ
　１６７　パワーアンプ
　１７１　ローカル信号発生部
　１７２　周波数変換器
　１７３　バンドパスフィルタ
　１７４　ローノイズアンプ
　１７５　ミキサ
　１７６　変換部
　１７７　受信信号処理部

【図１】 【図２】
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